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告 示■

◎群馬県告示第４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県藤岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成２９年１月１０日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長

種 類 前後別 メートル メートル

県道 上日野藤岡線 藤岡市藤岡字金井道北１４０４番の５ 前 ８．９～１３．０ ２６．０

地先から同市同字同１４０４番の１地

先まで 後 ８．９～９．０ ２６．０

◎群馬県告示第５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

平成２９年１月１０日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長

種 類 前後別 メートル メートル

県道 川原畑大戸線 吾妻郡東吾妻町大字大柏木字前原１８ 前 １１．５～５０．２ １４６．７

０２番の１地先から同郡同町大字同字

同１９１５番の１地先まで 後 １１．０～２４．０ １４６．７

吾妻郡東吾妻町大字大柏木字殿原１９ 前 ５．９～１０．０ １１４．４

７３番の１地先から同郡同町大字同字 １２．７～２１．２ １４３．０

同１９６２番の１地先まで

後 １２．４～２１．２ １４３．０

吾妻郡東吾妻町大字大柏木字殿原２２ 前 ５．８～１０．５ １２２．５

０９番の１地先から同郡同町大字同字 １０．５～３０．０ １４１．１

羽田２２９９番の１地先まで

後 １０．５～３０．０ １４１．１
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◎群馬県告示第６号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。

平成２９年１月１０日

群馬県知事 大 澤 正 明

小松１地区急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱１号から４号までを順次結んだ線及び標柱４号と１号を結んだ線に囲まれ

た土地の区域

標柱を設置した土地の地番

標柱番号 郡市 町村 大字 字 地番

１ 沼田市 利根町小松 柿木平 ７６番

２ 同 同 同 同

３ 同 同 同 ７９番

４ 同 同 西平 １０２番

この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県沼田土木事務所において縦覧に供する。

◎群馬県告示第７号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。

平成２９年１月１０日

群馬県知事 大 澤 正 明

小松２地区急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱１号から６号までを順次結んだ線及び標柱６号と１号を結んだ線に囲まれ

た土地の区域

標柱を設置した土地の地番

標柱番号 郡市 町村 大字 字 地番

１ 沼田市 利根町小松 柿木平 ６１番２

２ 同 同 ツヽト入 ５８番２

３ 同 同 同 同

４ 同 同 同 １４番

５ 同 同 同 ４番

６ 同 同 同 １番

この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県沼田土木事務所において縦覧に供する。

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

平成２９年１月１０日（火） 群 馬 県 報 第９４６５号



4

平成２９年１月１０日（火） 群 馬 県 報 第９４６５号

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部県民生活課において縦覧に供する。

平成２９年１月１０日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２８年１２月１６日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人群馬骨ケアネットワーク

３ 代表者の氏名 釜谷夫

４ 主たる事務所の所在地 前橋市西大室町１３１７番地３

５ 定款に記載された目的 この法人は、一般市民を対象として、「骨粗鬆症」の特徴と治療に関して、幅広く役

立つ情報を提供することにより、疾病に対する理解を深めていただくとともに、生活・食習慣の改善を促すなど

の疾患啓発活動を通じ、県民の健康寿命延長に寄与することを目的とする。

肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第３０条第７項の規定により、特殊肥料の検査結果を次のとおり公表

する。

平成２９年１月１０日

群馬県知事 大 澤 正 明

平成２８年１０月から同年１２月まで収去分

生産（輸入
主な成分の含有量等

特殊肥料
又は販売） 届出名 備考

の指定名
届出業者

ＴＮ ＴＰ ＴＫ ＴＣｕ ＴＺｎ ＴＣａ Ｃ／Ｎ 水 分 その他

(％) (％) (％) (mg/kg) (mg/kg) (％) (％) の検査

堆肥 あかぎ園芸 あかぎ 1.00 6.39 2.52 190 960 28.8 20.33

株式会社 とんぷん

堆肥

ハーベス 3.41 0.89 1.13 5.2 45.47

ト堆肥

備考１ 分析検査を実施した成分等の略号は、次のとおりである。

ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、ＴＣｕ－銅全量、ＴＺｎ－亜鉛全量、ＴＣａ－

石灰全量、Ｃ／Ｎ－炭素窒素比、水分－水分含有量

２ 分析値は、現物当たりの数値である。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により、次のとおり県営土地改良事業の

工事が完了したので公告する。

平成２９年１月１０日

群馬県知事 大 澤 正 明
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土地改良事業の名称 地 区 名 工事完了年月日

農村地域防災減災事業 沼田平 平成２８年３月２３日
（特定農業用管水路等特別対策）

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第１号

病院の院長が不在者投票管理者となるべき病院ならびに老人ホームの長が不在者投票管理者となるべき施設の定

め等の告示（昭和４１年群馬県選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。

平成２９年１月１０日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

「社会福祉
表２の項中「社会福祉法人潤青会 特別養護老人ホーム真ほろば 同 藤岡１０１９番地２」を

特別養護

法人潤青会 特別養護老人ホーム真ほろば 同 藤岡１０１９番地２
に改める。

老人ホーム ライフゆうかり 同 小林９７５番地１ 」

収用委員会公告■

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、収用裁決手続の開始を次のとおり決定し

た。

平成２９年１月１０日

群馬県収用委員会会長 戸 所 仁 治

１ 起業者の名称 国土交通大臣 石井啓一

２ 事業の種類 一級河川利根川水系八ッ場ダム建設工事

３ 裁決手続の開始を決定する土地の所在、地番、地目及び地積等

群馬県吾妻郡長野原町大字林字久森

地 目 地 積 （㎡）
収用の裁決手続の開始

地番
を決定する面積（㎡）

公簿 現況 公簿 実測

１５８７番２ 山林 ２７１ ２７２．３６ ２７２．３６
公衆用道路 ５８．６０ ５８．６０
川欠地 ２１３．７６ ２１３．７６

１５８７番６ 山林 山林 ４３９ ４４６．５７ ４４６．５７

１５８７番９ 山林 公衆用道路 ５３５ ７０９．４１ ７０９．４１

１５８７番１０ 保安林 保安林 １７２８ １７７８．６３ １７７８．６３

４ 土地所有者の氏名及び住所

氏 名 住 所
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３ 随意契約の相手方を決定した日 平成２８年１１月２１日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 ＭＨＩエアロエンジンサービス株式会社 愛知県小牧市大字東田中１２

００番地

５ 随意契約に係る契約金額 ３８，７２８，８００円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当

毎週火､金曜日発行
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